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令和７年４月　芽室町子育て支援課



１　サービス向上に向けたこれまでの取り組み
　サービス向上に向けた取組を時系列でまとめたものは以下のとおりである。

令和５年　４月　　芽室町子どもセンターサービス向上に向けた行動計画を策定
　　　　　５月　　学校連携協議
（５月２日　芽小・５月１０日　西小・５月８日　南小）
子どもセンターお仕事説明会実施
（５月２５日　あいりす　参加者２名）
　　　　　６月　　中札内放課後児童クラブ指導員の現場研修受入れ
　　　　　　　　　（６月７日～６月２３日　あいりす・みらい　受入者３名）
　　　　　　　　　鹿追町学童保育所現場研修
　　　　　　　　　（６月２７・２８日　鹿追学童保育所　参加者２名）
　　　　　　　　　第１回放課後活動推進協議会
（６月２０日　オンライン　参加者２８名）
子どもセンターお仕事説明会実施
（６月２３日　あいりす　参加者２名）
　　　　　７月　　第１回発達支援センター学習会
（７月１４日　発達支援センター　参加者１６名）
第１回クロームブック研修会
（７月１９日　あいりす　参加者１９名）
令和５年度放課後児童支援員認定資格研修
（９月９日～１０月1日　帯広会場　受講者１名）
９月　　職員アンケート実施
１０月　　第２回放課後活動推進協議会
（１０月19日　オンライン　参加者２６名）
令和５年度放課後児童支援員認定資格研修
（１０月７日～２２日　札幌会場　受講者1名）
１１月　　学校連携協議
（１１月30日　芽小・１１月２７日　西小・１１月２９日　南小）
　　　　　子どもセンター研修会「子どもたちとのかかわり方のヒント」
　　　　　（１１月１４日　あいりす　参加者２１名）
　　　　　十勝学童保育研究集会
　　　　　（１１月２８日　オンライン　参加者２５名）
１２月　　第２回発達支援センター学習会
（１２月１日　発達支援センター　参加者１９名）
　　　　　第２回クロームブック研修会
　　　　　　　　　（１２月６日　あいりす　参加者２３名）
　　　　　　　　　北海道放課後児童支援員資質向上研修
　　　　　　　　　（１２月１０日　オンライン　参加者３名）
　　　　　　　　　利用者（保護者・児童）アンケート実施
令和６年　１月　　第２緑ケ丘児童保育センター現場見学
　　　　　（１月２２日　第２緑ケ丘保育センター　参加者６名）
２月　　第３回発達支援センター学習会
（２月１６日　発達支援センター　参加者２３名）
　　　　　３月　　保護者アンケートを踏まえて、春休みお試し昼食斡旋実施
　　　　　　　　　（あいりす　３月２６日　９９食・４月８日　１０１食、
みらい　３月２２日　６２食、みなみっ子　３月２２日　３２食）
５月　　第１回放課後活動推進協議会
（５月１６日　オンライン　参加者２８名）
学校連携協議
（５月２０日　南小・６月５日　西小・６月６日　芽小）
６月　　子どもセンターお仕事説明会実施
（６月２０日　あいりす　参加者１名）
　　　　　７月　　第１回発達支援センター学習会
　　　　　　　　　グループディスカッション「集団の中で支援が必要なこどもへの
対応を考える」
（７月１９日　発達支援センター　参加者１７名）
８月　　職員アンケート実施
令和６年度放課後児童支援員認定資格研修
（オンライン　受講者７名）
　　　　　　　　　夏休みお試し昼食斡旋（あいりす　8月２３日　１０７食、
みらい　7月３０日　４２食・８月２０日　６２食
みなみっ子　７月３０日　２１食）
希望世帯へのおやつの預かりについて協議開始
　９月　　利用者（児童）アンケート実施
１０月　　第２回放課後活動推進協議会
（１０月２５日　オンライン　参加者２２名）
１１月　　学校連携協議
（１１月１２日　南小・１１月２１日　西小・１１月２６日　芽小）
十勝学童保育研究集会
　　　　　（１１月２７日　オンライン　参加者２８名）
１２月　　北海道放課後児童支援員資質向上研修
　　　　　　　　　（１２月１日　オンライン　参加者３名）
第２回発達支援センター学習会
「言葉の発音が気になるこどもへの支援」
（１２月２５日　発達支援センター　参加者　１４名）
　　　　　　　　　利用者（保護者）アンケート実施
令和７年　１月　　冬休みお試し昼食斡旋（あいりす　１月１０日　９０食、
みらい　１月１０日　３２食、みなみっ子　１月１０日　６食）
　２月　　第３回発達支援センター学習会
「実践報告～発達支援センターの取り組み～」
（２月２１日　発達支援センター　参加者　８名）
　　　　　３月　　春休みお試し昼食斡旋実施（あいりす　３月２１日　９８食、
みらい　３月２４日　３２食、みなみっ子　３月２４日　２７食）

２　総　括
令和５年度の保護者アンケートの全体総合の肯定的回答は９６．１３％と前年度よりも３．４９ポイント上昇しており、令和６年度には９７．９７％とさらに１．８ポイント上昇した。おやつや昼食の提供、開設時間の延長などサービス向上を求める声もあるが、全体の肯定的回答の割合の増加はこの２年間の行動計画に基づく取り組みの成果が少しずつ出てきた結果と思われる。
また、保護者アンケートの回答の中で、当町の運営手法の改善を要望する意見は複数あったが、子どもセンター・児童館の民間委託等を希望していると直接的に捉えられる内容の意見は無かった。また、令和６年度には、事業者聞き取り等により、サービス水準、人員確保（人員体制）、コスト等における民間活力活用による優位性を改めて検証したが、民間活力活用による顕著な優位性は認められなかった。こうしたことから、早急に民間活力活用を検討する必要はないと思われるが、町営で継続する場合においても後述するが現行の体制における課題を解決し、サービス向上につなげていく必要がある。
[bookmark: _GoBack]　　子どもの数が減る中で共働き世帯の増加など家庭の様々な事情により、子どもセンターを利用する児童の割合は増加しており、子どもセンターに求められる役割は依然大きい。この2年間の行動計画に基づくサービスの質的向上と人財確保への取組は一定の効果が認められることや民間活力活用に舵を切る要素が見いだせないことから、当面の間は町営により運営する中で取り組みを継続し、求められる運営手法や体制は今後も定期的に見直し・検討していくことが必要と思われる。

３　行動計画の振り返り
ここでは、「２　総括」に至った理由として、行動計画の項目ごとに進捗状況や成果等を振り返る。
①発達支援センター学習会（年３回）を新たに職員研修に位置付け、発達支援に
係る専門知識の習得を図る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【行動・手法等】
実現するために、学習会の開催日程と内容を早期に把握し、可能な限り多くの職員が参加できるよう、周知と勤務調整を行う
【進捗状況・成果等】
　令和５・６年度に各３回開催された学習会全てに参加をした。
保護者支援の考え方、支援の必要な子とのかかわり方等を学習した。当日参加できなかった職員に対しても、資料やレポートを回覧し、情報共有を図った。普段の職場での対応を振り返る機会になるとともに、専門知識の習得にもつながった。

②関連する外部研修を積極的に活用し、周辺知識の拡大を目指す
【行動・手法等】
子育て支援課への研修案内等の情報を子どもセンターにも伝達し、興味のある
職員の参加を可能とする環境整備を行う（勤務調整、予算等）
【進捗状況・成果等】
　これまでも参加してきた放課後活動推進協議会、十勝学童保育研究集会、北海
道放課後児童支援員資質向上研修に参加するほか、令和５年度は独自にクロームブ
ック研修会、子どもセンター研修会を開催したが、不審者対応等の安全管理に関しての研修が不十分と思われた。令和６年度には安全管理に関する研修の一環として、重度のアレルギーのあるお子さんの受け入れに備えたエピペン講習会や感染症の蔓延を予防するための嘔吐物処理研修を実施した。いずれも万が一に備えた対応を未然に学ぶことができ、有効であった。

③他自治体施設への視察や体験とともに、受入も行い、比較による自己評価の確
認、良い所取りによる質的改善を図る
【行動・手法等】
既に鹿追町との相互受入の協議を開始しており、近隣自治体へも提案し実現する
（６月に中札内村からの受入も予定）
【進捗状況・成果等】
　令和５年６月に中札内村（中札内放課後児童クラブ）の現場研修受入、鹿追町（鹿追町学童保育所）での現場研修を実施。９月には幕別町へ現場研修を依頼したが、叶わなかった。１月に帯広市（第２緑ケ丘児童保育センター）での現場見学を実施。
研修参加者が研修で得た情報や知識はレポート回覧等で職員全体に共有している
が、自己評価や質的改善に繋がっているかが不明確であった。令和６年度は人出不足により外部への視察などを行える余裕はなかったが、３施設間で職員交流を行い、自施設以外の施設での対応などを見聞きすることで、良い部分を自施設に持ち帰り生かせる場とした。

④運営上の大きな課題である人財確保について、現職員の定着強化、新規採用職員
募集の工夫をもって必要な人員を確保し、サービス向上を可能とする安定的な運
営体制を目指す
【行動・手法等】
やる気のある職員が学びの機会を得ることのできる環境づくりを通じて、就労意
欲と満足度を高め、現職員の定着強化を図る。お仕事説明会・現場見学会の継続
開催等を通じて、新規職員の獲得を目指す
【進捗状況・成果等】
　令和５年度当初は総定員数４１名に対し、３８名の職員数であったが、お仕事説
明会を２回開催し、２名の職員を確保するなど、最終的には４１名の総定員数を
満たすことができた。令和６年度当初の職員数は、継続採用者３７名、新規採用者
３名の計４０名で、総体定員４１名に対する欠員数は１名となった。その後、職員の退職などもあったが、継続した募集活動により、欠員は９月には充足され、総定員数を満たすことができた。ただ、様々な要因により、病気休暇の職員が相次ぎ、定員は満たしているが人出は不足している状況が続いた。

⑤働きやすい環境づくりを通じて、サービス向上を可能とする環境整備を進める
【行動・手法等】
「こどもまんなか」の精神で、情報共有の徹底と意見交換を妨げない風通しの良い職員関係を目指す（センター長・統括職員の責務）
【進捗状況・成果等】
　めむろ西子どもセンターの電話回線増設、エアコン設置（令和６年度）のほか、各施設とも修繕・更新が必要なものについても極力対応し、環境改善に努めてきた。また、悩みがある職員の相談を受けるなどして、職員関係の向上を目指した。
　令和６年度には職員間での人間関係のトラブルなどがあり、職員が病気休暇を取得するに至ってしまった。また、職員間でのコミュニケーション不足や指導不足も一つの要因となり、保護者からのクレームの声も聞こえてくることもあった。
　現在のセンター長や担当者が施設に常駐しない体制下では、統括支援員による必要に応じた主任以下職員への指導・助言が必要不可欠ではあるが、統括支援員の職責については当人側と事務局側とで認識の差異が生じていたと思われる。職員一人ひとりがそれぞれの職責を全うしてこそ、サービス向上を可能とする職場環境が成立すると思われる。子育て支援課で作成している「子どもセンター運営方針と機能、業務計画と業務マニュアル」の内容を職員に再確認してもらう機会を設ける必要がある。

⑥取組成果を自己評価し、毎年度検証する
【行動・手法等】
職員アンケート、保護者アンケートの継続実施と分析、運営への反映
【進捗状況・成果等】
　令和５・６年度のいずれにおいても、職員アンケートでは人員不足や待遇改善を望む意見が多かったことから、人事院勧告に基づくベースアップとは別の報酬額引き上げや、７時間勤務のパート職員を７時間45分勤務のフルタイム職員とするなどの改善を検討し、総務課とも協議を進めたが、特にフルタイム化については現行の会計年度任用職員制度を導入している体制ではそうした改善は難しいとの見解であった。
また、保護者アンケートでは弁当・おやつ・給食の実施、開所時間延長、児童迎え時の対応改善に関する要望が多く、職員の勤務体制を踏まえ検討しているところである。まずできることとして、令和６年３月に全施設でカレーライス等の昼食斡旋を試験的に実施し、それ以降長期休みの際にはそれぞれの期間中に１～２回、カレーライスやおにぎり弁当などの昼食斡旋を続けており、保護者から好評を得ている。斡旋回数の増を求める声もあるが、限られた職員数の中で対応が難しい場合もある。国の放課後児童クラブ運営方針が改訂され、おやつに関する記載が充実したこともあり、令和７年度の途中から平日のおやつの持ち込みも認める方向で前向きに検討・調整している。
さらに、児童アンケートも実施したが、高学年になればなるほど「遊ぶものがない」といった声もちらほら聞かれた。小１から高３まで幅広い世代が利用できる施設ではあるものの、一番利用の多い小学生年代に合わせた教材や行事になっているのが実情で、全ての世代のニーズに応えていくことは、スペース・予算面でも人出の面でもなかなか難しい状況にある。

⑦発達に支援を要する児童・生徒への関りや支援について、方針や方向性を共有
し、不安なく対応することができる
【行動・手法等】
発達支援に識見のある職員をセンターに配置し、児童ひとり一人にあった関り
や支援を見出し、具体的手法を関係機関や職員間で共有しながら目的を持った関りを実践する
【進捗状況・成果等】
　めむろ子どもセンターに発達支援に見識のある職員を配置している。その職員に、統括支援員と事務局が集まる連絡調整会議にも出席してもらうことで、各施設で対応に苦慮している児童の状況なども共有できる形を取っている。
そのような職員配置がこの先ずっと続くかは分からないが、職員配置がなされない場合も地域コーディネーターとの連携や隣接する発達支援センターの職員に専門的見解を助言いただくなど他の手法により、より良い支援方法を見出していく必要がある。

⑧学校との情報共有を円滑に行い、放課後の居場所としての機能を安定的に保つ
【行動・手法等】
平時のやりとりに加え、年２回（春・秋）の統括支援員による学校訪問を行い、直接顔を合わせるなかで、こどものための連携を確認し合う
【進捗状況・成果等】
　令和５・６年度に予定どおり各２回ずつ学校訪問を実施した。学校・子どもセンター間の連携手段等を確認し合い、双方のスムーズな運営に効果があったと思われる。ただ、放課後の居場所としての機能を安定的に保とうと一生懸命になりすぎるあまり、家庭の事情に介入しすぎてしまうケースも散見される。児童クラブや児童館職員として可能な対応や負える責任の範囲を踏まえた関わりを個人差なく共有する必要がある。

⑨適切な人員配置及び開所時間の検証
【行動・手法等】
現在の人員配置数や開所時間帯が適正であるかを検証し、ニーズに促した効率的運営に努める
【進捗状況・成果等】
　人員配置数と開所時間についてはアンケートでも問われており、令和６年度は勤務時間数の増減等、職員の勤務条件についても検討し、具体的な検証を行う予定だったが、定員を満たしていても病気休暇等で人出が充足しない期間が多かったため、具体的な検証を行うことが難しかった。ただ、人事院勧告に伴い報酬単価が改訂され、主に代替支援員が働ける時間数が減少してしまったことや、夏休みなどの長期休みの際に時間外勤務が常態化してしまっていることなどを踏まえ、令和７年度からの人員配置数について、全体で７時間パート２人を増員し、総定員数４３名にする予定となっている。可能な限り迅速に人材を確保し新年度を迎えるため、募集職種及び人数に幅を持たせた募集を行ったところ、担任を担う７時間パートの応募は定員に達していないものの、総定員数では募集人数を確保できる形となった。

⑩民間活力活用による優位性の検証
【行動・手法等】
　事業者聞き取り等により、サービス水準、人員確保（人員体制）、コスト等における民間活力活用による優位性を改めて検証する（令和６年度）
【進捗状況・成果等】
　現在の子どもセンター運営事業及び施設維持管理事業をもとに、同様の内容を委託した場合の金額の比較及び差額の主な内容、並びに民間活力を活用した場合のメリット・デメリットは別紙のとおり。
なお、参考見積の徴取にあたっては、道内はもとより全国的に放課後児童クラブの受託を多数行っている事業者という点から、シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社に依頼した。
民間活力活用によるサービス面でのメリットは別紙のとおり通所児童及び保護者にとって魅力的なものも多くある。その一方で、現在最も対応に苦慮している人財確保及び人財育成に関しては、民営化した際に有料広告を出すことで必ずしも多くの応募があるとは限らず、その効果は不透明である。
　また、経費の比較として、民間委託した場合には年間約31,616千円の経費の増額となり、インセンティブが見込めないが、これは職員が全て会計年度任用職員であるという本町特有の事情によるところが大きいと思われる。また、この金額はあくまで運用にかかる費用であり、施設の大規模な修繕等（10万円以上の修繕は全て町負担。）があればこれまで通り町が負担することとなる。
現状では、民間活力活用による顕著な優位性は認められないが、その一方で直営による運営においては課題も多くあり、今の体制から改善を検討すべきこともある。
現在、現場の運営は一定程度各施設の統括支援員が行っており、センター長や担当職員は現場には配置されていない。子どもセンター及び児童館には、多くの会計年度任用職員が在籍し、保護者や学校、地域と連携しながら安全安心な子どもの居場所づくりや子どもの健全な育成のため日々尽力しているが、その業務には専門性が求められる事案や、子どもやそのご家庭に係るセンシティブな事案もあり、経験の浅い職員等にとっては対応に苦慮する場面もあり、思い悩んでしまう職員もいる。現場を管理する正職員が近くにいないこともあり、定期的な訪問、統括支援員の会議への参加、定期的な職員との面談だけでは現場職員の困り感などを全て認識することはできず、温度差が生じてしまっている。センター内への正職員の配置や運営方法の改善などを再度検討する必要もあると思われる。
また、意欲と能力のある職員であっても、６名の統括支援員以外は７時間パート勤務であり、多くの職員が独立した生計を維持可能な待遇には至らず（令和７年度からは勤勉手当支給もあり、待遇改善が進むが）、この状況は直営である限り抜本的な改革が事実上困難であると思われ、裏を返すと民間活力活用によるフレキシブルな人財登用や更なる待遇改善の余地が残るところとも言える。


